
【被災・避難状況の連絡について】
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障 第 １１２２ 号 の１
令和４年（2022年）６月３日

各指定障害福祉サービス事業所等設置者 様

佐賀県健康福祉部障害福祉課長

災害発生時における被災・避難状況の連絡について（依頼）

平素より県の障害福祉施策の推進に御協力いただき、お礼申し上げます。
さて、県の地域防災計画において、社会福祉施設が被災した場合や避難指示

等により避難した場合には、当該施設から県及び市町にその旨を連絡すること
になっています。
つきましては、県及び市町に対して災害発生時の施設等の被災状況及び避難

状況に係る情報を連絡するための手順や内容を「別紙１」のとおりお知らせし
ますので、あらかじめ内容を御了知の上、災害発生時において適切に御対応い
ただきますようお願いします。

また、貴事業所職員への周知用として、「別紙２ 掲示ひな型」「別紙３
市町の連絡先一覧」を添付していますので、御活用ください。
なお、貴事業所において整備する避難対応マニュアルや防災計画等において

も、県及び市町に対して避難、屋内待機、営業中止等について連絡しなければ
ならない旨の記載をお願いします。

佐賀県障害福祉課指導担当

電 話 0952-25-7143

ＦＡＸ 0952-25-7302

E-mail shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

別紙１

被災した場合は、佐賀県障害福祉課及び施設が所在する各市町の所定の緊急

連絡先あて、速やかに連絡してください。

また、当該地域に高齢者等避難（警戒レベル３以上）が発令された場合は、

あらかじめ施設ごとに定められた避難計画等に基づき、迅速かつ安全に適切な

対応（避難、屋内待機）をとった上で、速やかに連絡していただくようお願い

します。

避難ではなく、屋内待機、営業中止とされた場合についても御連絡ください。

（必ず、県及び市町の双方へ、メール等により同時に連絡していただくようお
願いします。）

１ 施設から県及び市町に連絡をする時点
① 被災した時点
・施設は、被災した場合、県障害福祉課及び災害関係情報を所管する各市町担
当課（以下、「各市町担当課」）に速やかにメール・ＦＡＸ等で連絡する。

・新たな被災が発生した場合も、逐次連絡する。
② 高齢者等避難が出た時点
・施設は、避難又は屋内待機若しくは営業中止の状況について、県障害福祉課
及び各市町担当課に速やかにメール・ＦＡＸ等で連絡する。

・屋内待機については、施設の２階３階等への垂直避難も含む。また、営業中
止については、通所系サービス等で、営業を中断して利用者を早期帰宅させ
る場合を含む。

・屋内待機で連絡後、避難をした場合は、その旨を速やかに連絡する。
③ 避難指示が出た時点
・施設（高齢者等避難に既に報告し、状況に変化がない施設は除く）は、避難
又は屋内待機若しくは営業中止の状況について、県障害福祉課及び各市町担
当課に速やかにメール・ＦＡＸ等で連絡する。

・屋内待機で連絡後、避難をした場合は、その旨を速やかに連絡する。

※上記①～③の連絡においては、別添様式１を御利用ください。
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２ 連絡をする内容
① 被災情報
施設・敷地・人的被害等
例）・○○市△△グループホーム 利用者１名が転倒し、右足を骨折

・○○市××障害者支援センター 床上浸水
② 避難情報
避難時刻・避難人数（利用者・職員）・避難場所

 例）・○○市△△グループホーム 午後８時 利用者５名、職員２名、
合計７名 ●●公民館へ避難

③ 屋内待機（垂直避難）情報
待機人数（利用者・職員）・待機理由

 例）・○○市△△グループホーム 午後８時現在 利用者５名、職員
 ２名、合計７名 施設への浸水の恐れがないため屋内待機

 例）・○○市△△グループホーム 午後８時現在 利用者５名、職員
２名、合計７名 避難場所への非難が困難のため屋内待機（垂
直避難）

④ 営業中止（中断）情報
中止（中断）理由
 例）・○○市××放課後等デイサービス 大雨のため本日営業なし
例）・○○市××放課後等デイサービス 大雨のため本日営業中断

３ 連絡先
① 佐賀県健康福祉部障害福祉課
電話 0952-25-7143
ＦＡＸ 0952-25-7302
E-mail shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

② 施設が所在する市（町）担当課
「別紙３ 市町の連絡先一覧」参照。

※ 同一箇所で複数の障害福祉サービス事業を行っている場合は、施設名に
各サービス名称を明記の上、一本化して連絡してください。
※ 被災時又は避難時、県・市町への連絡前にメール・FAXが利用できない
状況となった場合は、上記連絡先へ電話で御一報ください。
※ 状況が一定程度落ち着いた段階で、被災及び避難の詳細（別添様式２）
を連絡してください。

mailto:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
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障 第 ２ ０ ２ ５ 号
       令和２年（2020年）７月２０日

各指定障害福祉サービス事業所等 設置者 様
佐賀県健康福祉部障害福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

障害福祉サービス事業所等における非常災害時の避難及び避難確保計画の策定について（依頼）

日頃から県の障害福祉施策の推進に御協力いただき、お礼申し上げます。
さて、７月４日に、熊本県球磨郡球磨村の特別養護老人ホームにおいて、令和２年７月豪雨に伴う河川の氾濫により、利用者が犠牲となる痛ましい被害がありま

した。
障害福祉サービス事業所等においても、自力で避難することが困難な方が利用されている点を踏まえ、利用者の安全を確保するため、災害に備えた対策を講じる

必要があります。
つきましては、貴施設の立地条件（浸水想定区域や土砂災害警戒区域等）を今一度確認いただくとともに、あらかじめ非常災害時における人員体制の確保、避難

経路の確認、避難訓練の実施などに万全を期していただきますようお願いします。
また、災害時には、避難計画等に基づき、躊躇なく垂直避難や他施設・避難所への避難等を行うなど、早め早めの行動を心がけていただくとともに、避難を行っ

た場合や被害が発生した場合には、「災害発生時における被災・避難状況の連絡について（依頼）」（令和２年６月１日付け障第１１１６号）に基づき、県障害福
祉課及び市町の担当課へ報告いただきますようお願いします。
加えて、平成２９年の水防法・土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設（市町地域防災計画に施設の名称及び所在

地が定められた施設）の管理者等は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられています。このことについては、「水防法等の一部改正について（通
知）」（平成２９年１１月３０日付け障第２９６７号の１）で通知させていただいていたところですが、避難確保計画が未作成の施設におきましては、下記資料を
参考に至急作成いただき、防災計画を所管する市町へ提出いただきますようお願いします。

記
（参考資料）
要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き
https://www.mlit.go.jp/common/001189351.pdf

【担当】
指導担当 TEL：0952-25-7143
施設担当 TEL：0952-25-7401
e-mail：shougaifukushi@pref.saga.lg.jp

https://www.mlit.go.jp/common/001189351.pdf
mailto:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp
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